
環境衛生対策事業実施結果・統計 

 

安全で快適な生活環境を確保していくため、衛生害虫・樹木害虫の駆除支援と空き地・空き家の適

正管理の指導を行っています。 

市民生活の障害になっているハチ類は、自然環境の保護に配慮しつつ駆除を行っています。 

(１） 樹木害虫駆除支援 

毛虫などの不快な樹木害虫が人体に与える影響の防止と、樹木の保護を促進することを目的とし

て実施しています。 

なお、貸出器材（高枝切りはさみ、薬剤散布用簡易噴霧器）は各文化センターにも配備され、利

用しやすい状況になっています。薬剤の配布はしておりません。 

 

年度 
種別 ２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 

簡易噴霧器貸出数 （台） ６９ ６１ ４０ ３３ ２９ 

高枝切りはさみ貸出数 （本） １５３ １３７ １３６ １２８ １１１ 

(２） 空き地・空き家整備指導 

空き地・空き家の所有者及び管理者に対して、雑草の刈り取り、建築物などの適正な管理をお願

いし、健康で快適な市民の生活環境の整備を推進しています。 

また、２３年度には市内の空き家（管理されず荒廃した家屋）の調査委託を実施し状況を把握しま

した。その結果、空き家を８１戸確認しました。 

 

ア 空き家の対応状況 

区   分 件   数 区   分 件   数 

平成３１年４月１日現在 １０４ 令和２年４月１日現在 １０６ 

新規相談件数 ２６ 新規相談件数 ４９ 

解決件数 ２４ 解決件数 ４５ 

令和２年３月３１日現在 １０６ 令和３年３月３１日現在 １１０ 

 

イ 空き地の整備状況 

年度 
種別 ２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 

整備済地  （㎡）  19,034.69 21,722.24 23,610.00 29,112.68 29,229.29 

未整備地  （㎡）  1,671.03 3,111.57 4,308.79 4,839.14 5,227.77 

整備率 （％）  91.93 87.47 84.57 85.75 84.83 



(３） ハチ類駆除事業 

刺傷により生命の危険につながるスズメバチ等のハチ類を駆除し、市民の安全を守ることを目的と

して実施しています。 

スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ、ツチバチは、多くの樹木害虫を捕殺する益虫です。また、ミツ

バチ、クマバチ、マルハナバチは、植物の受粉に関わる重要な役目を果たしています。そのため、ご

相談を受けた中で、市で駆除する必要があると認めた場合のみ駆除をしています。 

なお、相談件数は夏場の気温の変動に影響を受け、猛暑の年は多くなり、冷夏の年は少なくなる

傾向にあります。 

 

年度 
種別 ２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 

ハチ類駆除      （件） ２５５ １８０ １４４ １２７ １６９ 

スズメバチ相談  （件） ２３６ １９１ １７０ １２７ １８９ 

その他ハチ類相談  （件） ２５５ ２２５ ２３９ １６０ ２１３ 

ハチ類相談合計  （件） ４９１ ４１６ ４０９ ２８７ ４０２ 

相談件数には、ご相談を受けた後に駆除を行った件数が含まれます。また、その他ハチ類には、ア

シナガバチ、ミツバチ、クマバチ、ドロバチ、ツチバチ、マルハナバチ等が含まれます。 

(４） 住環境獣対策事業 

人間の居住範囲と野生動物の生活範囲が重なり、身近に野生動物が現れることがあります。府

中市では個人が所有し、現に居住する一軒家に、野生動物等が侵入したときは野生動物の追い出

しなどの処理を行っています。 

また、近年ハクビシンについての相談が多くなっています。 

 

年度 

種別 
２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 

ハクビシンの処理 （件) １７ ２１ ３２ ３８ ３４ 

その他の処理 （件） ８ ８ ５ ２４ ５ 

野生動物の相談 （件） ６１ ９１ ７５ ８４ ８３ 
相談件数には、ご相談を受けた後に処理を行った件数が含まれます。 

 



(５） 各種相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

屋内害虫 ３３ ４５ ３２ ３２ １７ 

屋外害虫 ９ ３６ ８ １１ ２３ 

スズメバチ ２３６ １９１ １７０ １２７ １８９ 

その他ハチ ２５５ ２２５ ２３９ １６０ ２１３ 

犬 ６ ２４ ３８ １３ １７ 

猫 １０２ １２３ ８８ ６５ ８４ 

野生動物 ６１ ９１ ７５ ８４ ８３ 

合計 ７０２ ７３５ ６５０ ４９２ ６２６ 

 

３ ねこ去勢不妊手術費補助 

動物の愛護及び管理に関する法律、東京都動物の保護及び管理に関する条例の趣旨を生かし、

猫の（飼い猫（平成２０年度で廃止）、飼い主のいない猫）去勢不妊手術費の助成をして不必要な繁

殖を防ぐことで、管理されない猫を減らし、近隣に対する危害及び迷惑の未然防止を図っています。 

(１） 去勢・不妊手術の促進 （平成４年度から実施） 

猫の不必要な繁殖を防止することで、近隣に対する危害及び迷惑の未然防止を図り、動物愛護

と市民の社会生活の安定を目的として実施しています。 
年度 

種別 ２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 

飼い主のいない猫 （頭） 
去勢 ７８ ９４ ７０ ６１ １２１ 

不妊 １０１ １１６ １１４ ９８ １１９ 

合計 １７９ ２１０ １８４ １５９ ２４０ 

※平成２０年度に飼い猫の去勢・不妊手術費の助成は廃止となったので平成２１年度以降は実施していません。 
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